
　

寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
正
月
、
源
頼
朝
は
豊
受
大
神
宮
（
後
に
は
両

宮
）
に
武
蔵
国
の
大
河
戸
御
厨
を
寄
進
し
た
。
こ
れ
は
前
年
十
月
、
後
白

河
法
皇
が
頼
朝
に
与
え
た
宣
旨
に
よ
っ
て
、
頼
朝
に
よ
る
東
国
政
権
を
公

的
に
認
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

抑
も
、
神
宮
は
私
幣
禁
断
の
制
が
あ
り
、
十
一
世
紀
頃
ま
で
の
御
厨
は
、

神
三
郡
以
外
に
お
い
て
も
、
天
皇
に
よ
る
寄
進
か
禰
宜
層
に
よ
る
自
墾
地

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
律
令
体
制
の
崩
壊
に
よ
っ
て
経
済
的
な
基
盤
を
確

保
す
る
た
め
に
、
十
二
世
紀
に
な
る
と
関
東
各
地
の
武
士
や
豪
族
か
ら
荘

園
を
御
厨
と
す
る
寄
進
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
さ

ら
に
、
こ
れ
ら
の
御
厨
も
源
平
の
争
乱
に
よ
っ
て
、
有
名
無
実
化
し
て
い

た
た
め
、
平
氏
の
西
走
を
機
に
出
さ
れ
た
後
白
河
法
皇
の
宣
旨
が
も
た
ら

し
た
結
果
が
、
神
宮
の
経
済
基
盤
安
定
に
と
っ
て
画
期
と
な
っ
た
。

　

頼
朝
は
、
そ
の
後
も
神
宮
両
宮
に
御
厨
を
寄
進
、
神
領
を
安
堵
し
、
遷

宮
の
役
夫
工
米
進
納
を
諸
国
の
地
頭
に
命
じ
る
な
ど
、
神
宮
の
奉
賛
に
尽

く
し
た
。
さ
ら
に
、
御
厨
の
寄
進
は
、
頼
朝
に
追
従
し
た
諸
国
御
家
人
に

ま
で
広
が
り
を
見
せ
た
。
結
果
、
各
地
の
御
厨
に
は
神
税
や
御
料
の
監
視

管
理
の
た
め
に
神
宮
か
ら
禰
宜
・
権
禰
宜
が
赴
く
よ
う
に
な
り
、
武
士
を

始
め
庶
民
に
ま
で
伊
勢
信
仰
を
広
め
、
大
麻
や
暦
を
配
る
御
師
の
制
度
も

確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

当
地
は
大
河
戸
御
厨
の
本
拠
と
さ
れ
、
八
幡
神
社
は
、
縁
起
に
建
久
元

年
（
一
一
九
〇
）
に
、
郡
民
を
挙
げ
て
創
建
さ
れ
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
県

内
に
お
け
る
鶴
岡
八
幡
宮
の
勧
請
例
に
お
い
て
初
期
の
も
の
で
あ
る
。

　

当
社
の
社
叢
は
、
平
成
元
年
三
月
に
ふ
る
さ
と
の
森
に
指
定
さ
れ
、
林

相
は
ケ
ヤ
キ
・
イ
チ
ョ
ウ
・
ス
ギ
・
タ
ブ
で
構
成
さ
れ
る
。
中
で
も
境
内

西
側
に
聳
え
る
大
銀
杏
（
県
天
然
記
念
物
）
は
、
領
主
で
あ
っ
た
大
河
戸

太
郎
が
創
建
時
に
植
え
た
と
伝
え
、
現
在
に
続
く
神
宮
奉
賛
の
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
で
も
あ
る
。

埼
玉
の
社
叢

　

松
伏
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叢
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と
の
森
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